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平成３０年 第１２回 農業委員会総会 議 事 録 

 

・開会日時  平成３０年１０月２９日   午後２時００分 

・閉会日時  平成３０年１０月２９日   午後２時３１分 

・開催場所  市庁舎７階 農業委員室  

 

・出席委員（２２名） 

 ２番 市花 宏之 ３番 矢端 晴美 ４番 奥野 和子  ５番 松島 敏男 

６番 大島 俊典 ８番 星野 和幸 ９番 小堀 清 １０番 木村 謙 

１１番 関根 由彦 １２番 澁澤 聖一 １３番 坂庭 常男 １４番 北爪 きよ子 

１５番 青木 朱美 １６番 井上 隆 １７番 萩原 秀治郎 １８番 深町 冨士雄 

１９番 岡田 重雄 ２０番 須田 一男 ２１番 石村 利夫 ２２番 江原 弘 

２３番 関口 喜弘 ２４番 堀越 恒弘   

     

 

・欠席委員（２名） 

１番 下田 将文   ７番 田島 悦夫 

   

・事務局出席者 

  事務局長 青木 一宏   補佐 齋藤 孝朗   補佐 瀬戸 浩   主任 根岸 広和 

主任 井上 一則     主任 篠崎 菜穂子    臨時職員 宮田 厚子 

・その他の出席者  

  農政課補佐 髙橋 雅人  主事 阿久澤 健二 

 

・付議事件 

（１）議案第５７号  農業経営基盤強化促進事業に係る農用地利用集積計画の決定 

について 

 

・協議事項 

（１） 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定に基づく農用地利用

配分計画（案）に係る意見聴取について 

（２） 農業振興地域整備計画（平成３０年４月受付分）の変更に係る意見聴取について 
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髙橋補佐 

お揃いになりましたので、これより平成３０年第１２回農業委員会総会を開催いたします。

なお、本日の欠席通告者は、１番 下田 将文委員、７番 田島 悦夫委員の２名であります。

従いまして在任委員２４名中２２名の出席であり、農業委員会等に関する法律第２７条第３

項の規定による過半数に達しておりますので、本会議は成立いたしますことを、ご報告申

し上げます。開会に先立ちまして、堀越会長よりご挨拶をお願いいたします。 

◇（挨 拶） 

 会議規則第５条の規定より、会長が議長となり会議を進めることとなりますので、堀越

会長よろしくお願いいたします。 

 

《堀越会長、議長に就任》 

それでは、平成３０年第１２回農業委員会総会を開催いたします。初めに、前橋市農業委員

会総会会議規則第２５条第３項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。１４番 北

爪 きよ子委員、１６番 井上 隆委員にお願いいたします。 

それでは議事に入ります。議案第５７号・農業経営基盤強化促進事業に係る農用地利用

集積計画の決定について、審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（資料説明） 

 以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお願い

します。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。農業経営基盤強化促

進事業に係る農用地利用集積計画の決定について、原案を決定することに賛成の方

の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

 全員賛成でありますので、議案第５７号・農業経営基盤強化促進事業に係る農用

地利用集積計画の決定については、原案を決定といたします。 

次に、協議事項（１）農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規

定に基づく農用地利用配分計画（案）に係る意見聴取について、協議をお願いしま

す。事務局の説明を求めます。 

◇（資料説明） 

 以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお願い

します。 

◇（意見、質問等なし） 

 ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。農地中間管理事業の

推進に関する法律第１９条第３項の規定に基づく農用地利用配分計画（案）に係る

意見聴取について、原案を承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

 全員賛成でありますので、協議事項（１）農地中間管理事業の推進に関する法律

第１９条第３項の規定に基づく農用地利用配分計画（案）に係る意見聴取について、

原案を承認することに決定いたします。 

 次に、協議事項（２）農業振興地域整備計画（平成３０年４月受付分）の変更に

係る意見聴取について、協議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（資料説明：農政課 農業政策係） 

 以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお願い

します。 

 補足説明 



議 長 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 ご意見等ございませんか。 

◇（意見、質問等なし） 

 ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。農業振興地域整備計

画（平成３０年４月受付分）の変更に係る意見聴取について、原案を承認すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、協議事項（２）農業振興地域整備計画（平成３０年４

月受付分）の変更に係る意見聴取については、原案を承認とする事に決定いたしま

す。 

以上で、本日の議事は全て終了いたしましたので、総会を閉会といたします。 

                        （総会閉会午後２時３１分） 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

顛末を記載し、その相違ないことを証するためここに署名する。 

 

          平成３０年１０月２９日 
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